
 
 

茅ヶ崎市公告第５５号 
 
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び第１６７条の１０の

２の規定に基づき、一般競争入札の参加資格等について次のとおり公告します。 
 
  平成２６年４月１０日 

茅ヶ崎市長 服 部 信 明     
 

１ 入札に付する事項 
 (1) 事業の名称 

   （仮称）柳島スポーツ公園整備事業（以下「本事業」といいます。）  

(2) 事業の場所 

   茅ヶ崎市柳島字向河原地内 

(3) 事業の期間 

   事業契約締結日（平成２６年１２月を予定）から平成５０年３月３１日まで 

 (4) 事業の種別 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律

第１１７号）第７条に基づき選定された特定事業 

 (5) 事業の概要 

ア 統括管理業務 

(ｱ) 統括マネジメント業務 

(ｲ) 総務・経理業務 

(ｳ) 事業評価業務 

 イ 設計業務 

(ｱ) 事前調査業務 

(ｲ) 設計業務 

(ｳ) 国庫補助金申請補助業務 

(ｴ) 検査等対応業務 

(ｵ) 地元説明会等の地元対応業務 

(ｶ) 各種申請業務 

(ｷ) 各種審議会等対応業務 

(ｸ) その他業務を実施するうえで必要な関連業務 

  ウ 工事監理業務 

(ｱ) 着工前業務 

(ｲ) 工事監理業務 

(ｳ) 定期報告業務 



 
 

(ｴ) 業務完了時業務 

  エ 建設業務 

(ｱ) 着工前業務 

(ｲ) 建設工事業務 

(ｳ) 備品等の設置業務 

(ｴ) 完工後業務 

(ｵ) 検査及び引渡し業務 

(ｶ) その他業務を実施するうえで必要な関連業務 

オ 維持管理業務 

(ｱ) 建築物保守管理業務 

(ｲ) 公園施設保守管理業務 

(ｳ) 設備保守管理業務 

(ｴ) 備品等保守管理業務 

(ｵ) 清掃業務 

(ｶ) 植栽維持管理業務 

(ｷ) 環境衛生管理業務 

(ｸ) 修繕業務 

(ｹ) 公益財団法人日本陸上競技連盟公認取得申請及び公認再取得業務 

カ 運営業務 

(ｱ) 開園準備業務 

(ｲ) 運動施設運営業務 

(ｳ) スポーツ教室事業の実施業務 

(ｴ) 集客促進業務 

(ｵ) 駐車場及び駐輪場の運営業務 

(ｶ) 安全管理・防災・緊急時対応業務 

(ｷ) 行政等への協力業務 

(ｸ) 周辺施設との連携業務 

(ｹ) 事業期間終了時の引継ぎ業務 

 (6) 最低制限価格等 

   設定なし 

２ 入札の方法 

この入札は、紙入札で執行します。執行は、「（仮称）柳島スポーツ公園整備事業落札

者決定方法及び落札基準（以下「落札者決定基準」といいます。）」に基づき行います。 

３ 入札に係る費用負担 

  この入札に要する費用は、全て応募者の負担とします。 

４ 入札参加資格に関する事項 



 
 

(1) 応募者の構成等 

この入札に参加しようとする者（以下「応募者」といいます。）は、都市公園法（昭

和３１年法律第７９号）の規定に基づく施設（民間事業者が自らの提案により独立採

算にて整備する自由提案施設を含む。以下「本施設」といいます。）の設計業務に当た

る者（以下「設計企業」といいます。）、本施設の工事監理業務に当たる者（以下「工

事監理企業」といいます。）、本施設の建設業務に当たる者（以下「建設企業」といい

ます。）、本施設の維持管理業務に当たる者（以下「維持管理企業」といいます。）及び

本施設の運営業務に当たる者（以下「運営企業」といいます。）で構成することを基本

とし、これらの業務に当たる者以外の企業を含むこともできることとします。 

   設計企業、工事監理企業、建設企業、維持管理企業及び運営企業のうち複数を、一

企業が兼ねること並びに複数の企業が各業務を分担して実施することを可能とします。

ただし、(3) ウ(ｵ) に示すとおり、建設企業は工事監理企業を兼ねることができませ

ん。 

   応募者は、構成企業及び協力企業を定めるものとし、それぞれの定義は次のとおり

とします。応募者は、入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書の提出時に構成企

業名及び協力企業名並びに担当する業務を明らかにしてください。 

ア 構成企業とは、(6) に示す特別目的会社に対して出資する者であり、特別目的会

社が直接業務を委託し、又は業務を請け負わせることを予定する者をいいます。 

なお、建設企業及び運営企業は「(3) 応募者の参加資格要件」に定めるように必

ず構成企業に含めてください。 

イ 協力企業とは、(6) に示す特別目的会社に対して出資は行わない者であり、特別

目的会社が直接業務を委託し、又は業務を請け負わせることを予定する者をいいま

す。 
構成企業及び協力企業の条件は次の表のとおりです。 
 出資の条件 各業務に当たる企業の参画条件 
構成企業 特別目的会社への

出資が必要 
建設企業及び運営企業は必ず構成企業として

参画すること。 
協力企業 特別目的会社への

出資は不要 
設計企業、工事監理企業又は維持管理企業が構

成企業に含まれない場合は、必ず協力企業とし

て参画すること。 
    応募者の構成企業及び協力企業並びにその企業と資本面又は人事面において関連

がある者は、他の応募者の構成企業及び協力企業となることはできません。 

    なお、「資本面において関連がある」とは、一方の会社が他方の会社の総株主の１

００分の５０を超える議決権を有する場合をいい、「人事面において関連がある」と

は、一方の株式会社の代表取締役が他方の株式会社の代表取締役を兼職している場

合をいいます。 

 (2) 構成企業及び協力企業の制限 

入札参加表明書を提出してから落札者を決定するまでに、次のいずれかに該当する



 
 

者は、応募者の構成企業及び協力企業になることはできません。 

  ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

イ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続

開始の申立て又は同法附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされる破

産事件に係る同法による廃止前の破産法（大正１１年法律第７１号）第１３２条又

は第１３３条の規定に基づく破産申立てがなされている者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立て又は同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件

に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条の規

定に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の

申立て又は平成１２年３月３１日以前に、同法附則第３条の規定によりなお従前の

例によることとされる和議事件に係る同法による廃止前の和議法（大正１１年法律

第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てがなされている者 

オ 精算中の株式会社である事業者について、会社法（平成１７年法律第８６号）第

５１１条の規定に基づく特別精算の申立てがなされている者 

カ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定に基づく指示又は営業停

止の処分を受けている者 

キ 茅ヶ崎市指名停止等措置基準（平成１２年２月１日施行）第３条又は第４条に基

づく指名停止期間中の者 

ク 茅ヶ崎市暴力団排除条例（平成２３年茅ヶ崎市条例第５号）第２条第２号から第

５号までに該当する者 

ケ 茅ヶ崎市（以下「市」といいます。）に税の納付義務を有する者にあっては、これ

らの滞納がある者 

  コ 厚生年金等の社会保険制度に加入していない者（任意適用事業を除きます。） 

  サ 雇用されている者が退職する際に一時金を支給していない者 

  シ 本事業に係る「（仮称）柳島スポーツ公園整備事業に係る最適事業手法選定支援業

務」又は「（仮称）柳島スポーツ公園整備事業民間資金等活用アドバイザリー業務」

に関与した者及びその者と資本面又は人事面において関連がある者（(1) の記載事

項参照。） 

    なお、本事業に係る業務に関与した者は次のとおりです。 

   (ｱ) 株式会社三菱総合研究所 

   (ｲ) 株式会社オオバ 

   (ｳ) 株式会社松田平田設計 

   (ｴ) 東京丸の内法律事務所 

ス 本事業に係る「（仮称）柳島スポーツ公園整備事業ＰＦＩ事業者選定委員会」（平



 
 

成２５年９月１日設置。以下「選定委員会」といいます。）の委員及び委員と資本面

又は人事面において関連がある者（(1) の記載事項参照） 

 (3) 応募者の参加資格要件 

   応募者は、本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力並びに効率的かつ

効果的に実施できる経験及び知識を有していなければなりません。 

   また、各業務に当たる企業は、次の要件を満たす必要があり、複数の業務を同一の

企業が兼ねる場合においても、当該要件を満たす必要があります。 

  ア 設計企業 

   (ｱ) 建築設計に当たる者 

a 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築事務

所の登録を行っていること。 

b 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿のコンサルタントに登録

されている者で、業種が「建築設計」として認定されている者であること。 

c 平成元年以降に、次の要件を満たす施設（入札参加表明書及び入札参加資格確

認申請書を提出する時までに設計業務が完了しているものに限ります。）を元請

として設計した実績を有すること。 

(a) 陸上競技場、野球場、サッカー場等を含む敷地面積が１０，０００平方メ

ートル以上の屋外体育施設の設計 

   (ｲ) 公園設計業務に当たる者 

a 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿のコンサルタントに登録

されている者で、業種が「造園」又は「都市計画及び地方計画」として認定され

ている者であること。 

b 平成元年以降に、次の要件を満たす施設（入札参加表明書及び入札参加資格確

認申請書を提出する時までに設計業務が完了しているものに限ります。）を元請

として設計した実績を有すること。 

(a) 都市公園法第２条第１項の規定に基づく敷地面積が２０，０００平方メー

トル以上の都市公園の設計 

   (ｳ) 設計企業が単独の場合は、(ｱ) 及び(ｲ) の全ての要件を満たすこと。 

(ｴ) 設計企業が複数の場合は、少なくとも１者が(ｱ) 及び(ｲ) の全ての要件を満た

すこと又は少なくとも１者が(ｱ) の全ての要件を満たし、かつ、別の１者が(ｲ) の

全ての要件を満たすこと。 

  イ 工事監理企業 

   (ｱ) 建築工事監理業務に当たる者 

    a 建築士法第２３条の規定に基づく一級建築事務所の登録を行っていること。 

b 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿のコンサルタントに登録

されている者で、業種が「建築設計」として認定されている者であること。 



 
 

c 平成元年以降に、次の要件を満たす施設（入札参加表明書及び入札参加資格確

認申請書を提出する時までに設計業務又は工事監理業務が完了しているものに

限ります。）を元請として設計又は工事監理を行った実績を有すること。 

(a) 陸上競技場、野球場、サッカー場等を含む敷地面積が１０，０００平方メ

ートル以上の屋外体育施設の設計又は工事監理 

   (ｲ) 公園工事監理業務に当たる者 

a 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿のコンサルタントに登録

されている者で、業種が「造園」又は「都市計画及び地方計画」として認定され

ている者であること。 

b 平成元年以降に、次の要件を満たす施設（入札参加表明書及び入札参加資格確

認申請書を提出する時までに設計業務又は工事監理が完了しているものに限り

ます。）を元請として設計又は工事監理を行った実績を有すること。 

 (a) 都市公園法第２条第１項の規定に基づく敷地面積が２０，０００平方メー

トル以上の都市公園の設計又は工事監理 

   (ｳ) 工事監理企業が単独の場合は、(ｱ) 及び(ｲ) の全ての要件を満たすこと。 

(ｴ) 工事監理企業が複数の場合は、少なくとも１者が(ｱ) 及び(ｲ) の全ての要件を

満たすこと又は少なくとも１者が(ｱ) の全ての要件を満たし、かつ、別の１者が

(ｲ) の全ての要件を満たすこと。 

  ウ 建設企業 

   (ｱ) 建築建設業務に当たる者 

    a 建設業法第１５条の規定による特定建築業の許可を有していること。 

b 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿の工事に登録されている

者で、工種が「建築一式」として認定されている者であること。 

c 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿の登録時における経営事

項審査結果通知書の建築一式工事の総合評価値が９００点以上の者であること。 

d 平成元年以降に、次の要件を満たす施設の新設又は改修工事（入札参加表明書

及び入札参加資格確認申請書を提出する時までに新設の引渡しが完了している

ものに限ります。）を元請として施工した実績を有する者であること。 

(a) 公認陸上競技場および長距離競走路ならびに競歩路規程（公益財団法人日

本陸上競技連盟）に基づく公認陸上競技場第４種以上の陸上競技場の建設工

事 

   (ｲ) 公園建設業務に当たる者 

    a 建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を有していること。 

b 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿の工事に登録されている

者で、工種が「土木一式」として認定されている者であること。 

c 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿の登録時における経営事



 
 

項審査結果通知書の土木一式工事の総合評価値９００点以上の者であること。 

d 平成元年以降に、次の要件を満たす施設の新設又は改修工事（入札参加表明書

及び入札参加資格確認申請書を提出する時までに施設の引渡しが完了している

ものに限ります。）を元請として施工した実績を有すること。 

     (a) 都市公園法第２条第１項の規定に基づく敷地面積が２０，０００平方メー

トル以上の都市公園又は敷地面積が２０，０００平方メートル以上の造成工

事 

(ｳ) 建設企業が単独の場合は、(ｱ) 及び(ｲ) の全ての要件を満たすこと。 

また、必ず(6) に示す特別目的会社に対する出資を行うこと。 

(ｴ) 建設企業が複数の場合は、少なくとも１者が(ｱ) 及び(ｲ) の全ての要件を満た

すこと、又は少なくとも１者が(ｱ) の全ての要件を満たし、かつ、別の１者が(ｲ) 

の全ての要件を満たすこと。 

また、少なくとも当該要件を満たす者は(6) に示す特別目的会社に対する出資

を行うこと。 

(ｵ) 全ての建設企業は、工事監理企業を兼ねることはできない。 

  エ 維持管理企業 

(ｱ) 業務を実施するために必要となる資格等を有し、有資格者を本事業に配置する

ことが可能なこと。 

(ｲ) 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿の一般委託に登録されて

いる者であること。 

(ｳ) 過去１０年以内に、国又は地方公共団体が設置する体育施設（都市公園内に設

置された体育施設を含みます。以下「公共体育施設」といいます。）に関して、維

持管理を目的として業務の元請として１年以上の実績を有していること。 

   (ｴ) 維持管理企業が単独の場合は、(ｱ) から(ｳ) までの全ての要件を満たすこと。 

(ｵ) 維持管理企業が複数の場合は、少なくとも１者が(ｱ) から(ｳ) までの全ての要

件を満たすこと。 

  オ 運営企業 

(ｱ) 業務を実施するために必要となる資格等を有し、有資格者を本事業に配置する

ことが可能なこと。 

(ｲ) 平成２５・２６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿の一般委託に登録されて

いる者であること。 

(ｳ) 過去１０年以内に、公共体育施設の運営に関して、指定管理者の代表企業とし

て１年以上の実績を有していること。 

(ｴ) 運営企業が単独の場合は、(ｱ) から(ｳ) までの全ての要件を満たすこと。 

また、必ず(6) に示す特別目的会社に対する出資を行うこと。 

(ｵ) 運営企業が複数の場合は、少なくとも１者が(ｱ) から(ｳ) までの全ての要件を



 
 

満たすこと。 

また、少なくとも当該要件を満たす者は(6) に示す特別目的会社に対する出資

を行うこと。 

  カ ア、イ、ウ、エ又はオに示す業務以外を担当する企業 

(ｱ) 平成２５・２６年度に茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿の一般委託に登録され

ている者であること。 

(ｲ) 業務を実施するための必要となる関係法令を遵守し、応募者の責任の範囲で業

務に当たること。 

 (4) 参加資格の確認及び失格要件 

市は、応募者から提出された入札参加資格確認申請書について速やかに確認を行っ

た後に、各応募者に対して参加資格要件を満たしているか否かを通知します。 

なお、資格確認通知を受けた応募者の構成企業が、次の場合に該当したときは失格

とします。 

  ア 入札参加表明書提出以降、落札者決定までの期間に(2) 及び(3) において定める

資格要件を欠くような事態が生じたとき。 

  イ 選定委員会の委員に対して自己に有利になるような接触等の働きかけを行ったと

き。 

 (5) 構成企業の変更 

入札参加表明書により参加の意思を表明した後に、応募者の構成企業の追加及び変

更は原則として認めません。ただし、市がやむを得ないと判断した場合は、(6) イに

示す代表企業を除き、構成企業の追加及び変更を認めることがあります。 

 (6) 特別目的会社の設立 

ア 落札者は、仮契約締結までに本事業を実施する会社法に定める株式会社として特

別目的会社（以下「ＳＰＣ」といいます。）を茅ヶ崎市内に設立することを要件とし

ます。 

イ 応募者の構成企業はＳＰＣに出資することとします。構成企業のうち代表企業の

出資率は、出資者中最大となるようにすることとし、構成企業の出資比率の合計は、

全体の５０パーセントを超えることとします。 

ウ 全ての出資者は、事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有し、市の事前の書

面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行っては

いけません。 

５ 入札に必要な書類を示す日時及び方法等 
入札に必要な書類については、平成２６年４月１０日（木）から市のホームページに

おいて公表します。 

入札に必要な書類の入手方法は、市のホームページからのダウンロードによるものと

します。 



 
 

なお、公表する書類については、次のとおりです。 

 (1) （仮称）柳島スポーツ公園整備事業入札説明書（以下「入札説明書」といいます。） 

 (2) （仮称）柳島スポーツ公園整備事業要求水準書 

 (3) 落札者決定基準 

 (4) （仮称）柳島スポーツ公園整備事業様式集 

 (5) （仮称）柳島スポーツ公園整備事業基本協定書（案） 

 (6) （仮称）柳島スポーツ公園整備事業事業契約書（案）（以下「事業契約書（案）」と

いいます。） 

６ 入札説明会 

 (1) 日時及び場所 

   日時 平成２６年４月１７日（木）午前１０時から正午まで（予定） 

                   ※午前９時３０分から受付開始 

   場所 茅ヶ崎市総合体育館 ２階 会議室 

      （〒２５３－００４１ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目９番６３号） 

 (2) 参加申込期間 

   平成２６年４月１０日（木）から平成２６年４月１６日（水）まで 

 (3) 申込方法 

   入札説明書に記載するとおりです。 

７ 入札説明書等に関する質問（第１回）の受付及び回答 

  入札説明書等に関する質問（第１回）の受付及び回答については、次のとおりとしま

す。 

  なお、質問の提出は入札参加の必須条件ではありません。 

 (1) 受付期間 

   平成２６年４月１０日（木）から４月２４日（木）まで 

 (2) 提出方法 

   入札説明書に記載するとおりです。 

８ 入札説明書等に関する質問（第２回）の受付及び回答 

  入札説明書等に関する質問（第２回）の受付及び回答については、次のとおりとしま

す。 

  なお、質問の提出は入札参加の必須条件ではありません。 

 (1) 受付期間 

   平成２６年５月１９日（月）から５月２６日（月）まで 

 (2) 提出方法 

   入札説明書に記載するとおりです。 

９ 入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書の受付 

  入札に参加を希望する者は、入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書を提出し、



 
 

入札参加資格の確認を受けることとします。 

  なお、期限までに入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書を提出しない者並びに

入札参加資格がないとされた者は入札に参加することはできません。 

 (1) 受付期間 

   平成２６年５月１９日（月）から５月３０日（金）まで 

 (2) 提出方法 

   入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書は、持参又は郵送により提出すること

とし、電子メール等による申請は受け付けません。 

   持参の場合は、受付期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時３０分か

ら午後５時までに持参することとします。 

郵送の場合は、５月３０日（金）午後５時までに必着とし、「（仮称）柳島スポーツ

公園整備事業入札関係書類在中」と朱書きのうえ、書留により送付することとします。 

 (3) 提出先 

  ア 持参の場合 

    茅ヶ崎市文化生涯学習部スポーツ健康課 

    （〒２５３－００４１ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁９番６３号 茅ヶ崎市総合

体育館内） 

  イ 郵送の場合 

    茅ヶ崎市文化生涯学習部スポーツ健康課 

    （〒２５３－８６８６ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号） 

 (4) 提出書類 

   入札説明書に記載するとおりです。 

１０ 入札参加資格確認の通知 

  市は、入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書を提出した者に対して、入札参加

資格確認通知を平成２６年６月６日（金）までに発送します。 

  なお、入札参加資格確認通知に併せて、入札書及び本事業に関する提案内容を記載し

た審査資料（以下「提案書類」といいます。）の提出時に使用する応募者記号を通知しま

す。 

１１ 入札日時及び提案書類の提出方法等 

 (1) 日時 

   平成２６年７月１８日（金）午前９時から午後３時まで 

 (2) 提出先 

   茅ヶ崎市総合体育館 ２階 会議室 

   （〒２５３－００４１ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目９番６３号） 

 (3) 提出方法 

提案書類は持参により提出することとします。 



 
 

また、提案書類の提出に際しては、入札参加資格確認通知の写しを持参することと

します。 

１２ 入札保証金 
  入札参加者は、入札価格の１００分の５以上の入札保証金を入札前までに市に納付し

なければなりません。ただし、茅ヶ崎市契約規則（昭和４７年茅ヶ崎市規則第１５号）

第５条各号のいずれかに該当する場合は、免除とします。 
１３ 開札の日時及び場所 
 (1) 日時 

   平成２６年７月１８日（金）午後４時 

 (2) 場所 

   茅ヶ崎市総合体育館 ２階 会議室 

１４ 落札者の決定方法等 

落札者の決定方法については総合評価一般競争入札とし、審査については、資格審査

と提案審査の手順にて実施します。 

また、提案審査は「基礎審査」及び「総合審査」から構成されます。 

なお、詳細については、落札者決定基準に記載するとおりです。 

 (1) 資格審査 

   資格審査では、応募者から提出される資格審査に関する提出書類を基に、応募者が

参加資格を満たしているか否かを確認し、参加資格を満たしていない場合は、失格と

します。 

 (2) 提案審査 

  ア 基礎審査 

    基礎審査では、提案書類に記載される入札価格が予定価格を下回っているか否か

を確認します。さらに、応募者からの提案内容が入札説明書等に示す基準を満たし

ているか否かを確認します。 

なお、(ｱ) 及び(ｲ) の要件を満たしていない応募者は、審査対象外とします。 

   (ｱ) 入札価格の確認 

     入札価格については、予定価格の範囲内にあることを確認し、上回っている応

募者は審査対象外とします。 

   (ｲ) 提案書類の確認 

     提案書類については、a から d までに示す事項を確認し、１項目でも満たして

いない応募者は審査対象外とします。 

    a 一般事項 

     (a) 要求した提出書類が全て揃っていること。 

     (b) 指定した様式に必要事項が記載されていること。 

     (c) 提案書全体を通じ、提案内容に矛盾や齟齬がないこと。 



 
 

     (d) 本事業の実施に係る提案内容が、市が要求する水準及び性能に適合してい

ること。 

    b 特別目的会社の組成 

     (a) 代表企業の出資比率が出資者中最大であること。 

     (b) 構成企業の出資比率の合計が５０パーセントを超えること。 

    c 事業計画の妥当性 

     (a) 資金の調達先、調達額、調達条件（金利等）が明確であること。 

     (b) 借入金の返済能力（ＤＳＣＲ≧１．０）があること。 

     (c) 入札価格について、算出根拠が明示されていること。 

    d スケジュール 

     (a) 運営開始が確保されるための合理的なスケジュールとなっていること（設

計期間、建設期間、開園準備期間等に明らかな矛盾がないこと。）。 

  イ 総合審査 

    総合審査は、入札価格と提案内容の２つの面から評価を行い、市が示した要求を

すべて満たすことができた応募者を対象とするものであり、価格の評価と、要求水

準を超える優れた提案を評価するものです。入札価格の評価点が３０点満点、提案

内容の評価点が７０点満点の合計１００点満点で評価します。 

    なお、総合審査の結果、最も得点の高い提案を優秀提案として選定し、最も得点

の高い提案が複数ある場合には、提案内容の得点が最も高い提案を優秀提案として

選定します。 

   (ｱ) 入札価格の評価 

     最低の入札価格を提示した提案に満点（３０点）を付与します。それ以外の入

札価格については、次の式に従って評価します。 

なお、評価の際は、小数点第３位以下は四捨五入し、小数点第２位までを求め

ます。 

     入札価格の評価点＝（最低の入札価格÷入札価格）×３０点 

   (ｲ) 提案内容の評価 

     応募者からの提案内容を、落札者決定基準に基づき得点化します。 

なお、評価の際は、２１０点満点で得点化した提案内容を７０点満点に補正す

るとともに、小数点第３位以下は四捨五入し、小数点第２位までを求めます。 

     提案内容の評価点＝（提案内容の得点÷２１０点）×７０点 

 (3) 落札者の決定 

   市は、選定委員会の審査結果を踏まえ、落札者を決定します。 

(4) 審査結果の公表 

   市は、選定委員会における審査及び選定の結果を取りまとめて、平成２６年１０月

中旬に市のホームページ等において公表します。 



 
 

１５ 契約保証金 

  ＳＰＣは、(1) 及び(2) の契約保証金を市に納付することとします。 

なお、(1) 及び(2) の契約保証金は、(1) 及び(2) の金額を保証金額として、ＳＰＣ

が自らの費用を負担して、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合又はＳ

ＰＣを被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合、納付を免除します。 

なお、詳細については、事業契約書（案）に記載するとおりです。 

 (1) 設計・建設期間中 

   設計業務及び建設業務に係る対価（割賦金利を除きます。）の１０パーセント以上の

契約保証金を本事業契約締結時に納付するものとします。 

 (2) 維持管理・運営期間中 

   維持管理業務及び運営業務に係る対価（修繕業務に係る対価を除きます。）の１年分

に相当する額の１０パーセント以上の契約保証金を本施設の引渡時に納付するものと

します。 

１６ 入札価格の記載等 

  入札価格は、市から受け取るサービス購入費を記載することとします。サービス購入

費は、事業契約書（案）に定めた算定方法に従い算定することとします。 

１７ 入札に関する注意事項 

 (1) 応募者は、１つの提案しか行うことができません。 

 (2) 入札書類の変更はできません。 

１８ 無効となる入札 

  次の各号のいずれかに該当すると認められる入札は無効とします。 

 (1) 入札参加資格がない者が行った入札 

 (2) 応募者の代表企業以外の者が行った入札 

 (3) 入札参加表明書等その他一切の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 記名及び押印がない入札書による入札 

 (5) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札 

(6) 入札保証金を所定の日時までに納付しない者又は入札保証金が指定の額に達しない

者が行った入札 

 (7) 入札に際して談合等の不正行為があった入札 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

１９ 事業契約の締結に係る市議会の議決 

  本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条

の規定により、市議会の議決を得たときに効力が発生するものとします。 

２０ 問合せ先 

この入札についての問合せは、茅ヶ崎市文化生涯学習部スポーツ健康課へご連絡くだ

さい。（連絡先電話 ０４６７－８２－１１１１ 内線６０２１） 


